
（郵－第１号様式）第６条関係

入 札 通 知 書
（郵便入札）

年 月 日

様

三宅町長

下記の工事（業務）について、 競争入札を執行しますので通知します。

記

１ 開 札 年 月 日 年 月 日 時 分

２ 開 札 場 所

３ 仕様書閲覧日 別紙

４ 仕様書閲覧場所 三宅町ホームページより確認すること。

閲覧方法は別紙参照

５ 入 札 方 法 三宅町郵便入札実施要領（令和６年４月三宅町要領第○号）に

基づく郵便入札による。

６ 入札の辞退及び中止 入札に参加できないときは、入札開始前までに辞退届を提出す

ること。なお、入札者が１者の場合でも入札は中止しない。

７ 入札金額落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端

数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方

消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希

望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

工事（業務）番号 第 号 工事（業務）場所 磯城郡三宅町大字 地内

工事（業務）名



（郵－第１号様式総合評価）（第６条関係）

入 札 通 知 書
【総合評価落札方式】

（郵便入札）

年 月 日

様

三宅町長

下記の工事について、 競争入札（総合評価落札方式）を執行しますので

通知します。

記

１．入札に付する工事

工 事 名 工事

工事番号 第 号

工事場所 磯城郡三宅町大字 地内

２．入札の日時及び場所

日 時 年 月 日（ ） 時 分

場 所

３．仕様書の閲覧日時及び場所

日 時

場 所

４．消費税について

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する

金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた

金額）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

５．総合評価に関する事項

ア 落札者の決定方法

この工事は、三宅町建設工事総合評価落札方式（簡易型）試行要領に基づき実施します。

入札参加者は、価格及び「施工計画及び企業の施工能力等」をもって入札に参加し、入札



価格が予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内に該当する者のうち、「イ 総合評価の方

法」によって得られた数値（以下「評価値」という。）の最も高い者を落札者とします。

イ 総合評価の方法

（ア）入札参加者の「標準点」を１００点とし、技術提案による「加算点」の最高点を○

点として評価するものとします。

（イ）「加算点」は、「施工計画及び企業の施工能力等」の評価項目ごとの評価及び配点

に応じて与えます。

（ウ）価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、入札参加者の「標準点」と上記に

よって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た「評価値」

をもって行います。

（エ）評価値の最も高い者が２者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。

ウ 技術提案に関する事項を評価項目とし、詳細は入札説明書によります。

（ア）施工計画について

入札説明書に記載

（イ）企業の施工能力等について

① 企業の施工能力

表彰及び ISO9000ｼﾘｰｽﾞ、ISO14000ｼﾘｰｽﾞ認証取得

② 配置予定技術者の能力

③ 地域精通度

④ 社会貢献・地域貢献

エ 評価の基準

評価基準、配点は入札説明書によります。

６．技術提案書の提出

この工事の入札に参加しようとする者は、町長が定める様式により５のウに定める事項を

記載した技術提案書及びその添付書類（以下「技術提案書等」といいます。）を下記のとおり

町長に提出しなければなりません。

なお、期限までに技術提案書等を提出しない者は、本入札に参加することができません。

（１）技術提案書等の提出

提出期限 年 月 日（ ）

時 から 時 まで

提出場所

提出部数 各 部

提出方法

（２）技術提案書等の作成等

作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。

技術提案書は技術提案書等提出書（様式１）により作成して下さい。詳細は入札説明

書によります。



７．落札者の決定方法等

予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内であり、５に定める方法により得られた評価値

の最も高い者を落札者とします。ただし、落札者の決定については、地方自治法施行令第１

６７条の１０の２第４項の規定により、一時保留し、学識経験者の意見聴取及び総合評価審

査委員会の議を経て、落札者を決定します。落札者の決定後、入札参加者に対し、郵送により

入札結果を通知します。

８．仕様書閲覧日及び入札日に本通知書を持参すること。

（仕様書がホームページ等で公表された場合は入札日とする。）

９．入札に参加できないときは、入札開始前までに申し出ること。

なお、入札者が１者の場合でも、入札を中止しない。



（郵－第２号様式）（第６条関係）

入 札 心 得 書

工 事 (業 務 )名

入札及び契約条件は、下記の通りとする。

記

１ 入札については、政令で定めるもののほか、三宅町建設工事等の入札執行要領及び三宅

町郵便入札実施要領に基づくものとする。

２ 着工（着手）期日 年 月 日

完成（完了）期日 年 月 日

３ 入 札 保 証 金

４ 契 約 保 証 金

５ 支 払 条 件 前払金 可・不可 部分払 回まで

６ 最低制限価格 有 ・ 無

７ 入 札 回 数 ２回（ただし、予定価格を入札執行前に公表した場合は１回）

８ 備 考



（第３号様式）

入 札 者 心 得

１．入札者は、入札書提出期限を厳守しなければならない。

２．すでに提出した入札書の引き替え、変更又は取消は認めない。

３．入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に抵触する行為を行ってはならない。

４．入札者は、入札執行の完了に至るまではいつでも入札を辞退することができる。

また、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等などについて不利益な取り

扱いを受けるものではない。

５．次の各号に該当する入札は、無効又は失格とする。

（１）執行要領第１４条第３項又は第４項各号のいずれかに該当する場合。

（２）一般書留又は簡易書留以外の方法で行われた入札は無効とする。

（３）入札書等の提出期限を過ぎて到着した入札は無効とする。

（４）入札回数の上限が２回の入札において再度入札を行う場合に２回目に該当する入札書等又

は辞退届の提出がなかったものは失格とする。

６．落札価格は、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する金額を

加算した金額である。



（郵－第４号様式）第１２条関係

開 札 立 会 人 確 認 書

１．工事（業務）名

２．工事（業務）番号

３．工事（業務）場所

４．開 札 日 時 年 月 日 時 分

５．開 札 場 所

上記の開札に立会い、入札が適正に執行されたことを確認しました。

開札立会人 印

開札立会人 印



（郵－第５号様式）第１５条関係

年 月 日

三宅町長

様

（入札者）

商号又は名称

所在地又は住所

代表者役職及び氏名 印

開 札 映 像 開 示 請 求 書

下記の工事（業務）に係る入札について、開札映像の開示を請求いたします。

記

１．工事（業務）名

２．工事（業務）番号

３．工事（業務）場所

４．入 札 執 行 日 年 月 日

開示後記入欄

※ 空欄のまま持参ください。

上記の工事（業務）に係る入札について、開札映像を閲覧しました。

開示映像確認者 印

開示立会人 印



（郵－第６号様式）第１６条関係

開 札 結 果 通 知 書

年 月 日

様

三宅町長

三宅町郵便入札実施要領（令和６年４月三宅町要領第○号）に基づき執行いたしました下

記工事（業務）の入札について、開札結果を通知いたします。

記

１．工事（業務）名

２．工事（業務）番号

３．工事（業務）場所

４．開 札 日 時 年 月 日 時 分

５．開 札 場 所

６．結 果

（１）落 札 者

（２）落札金額 金 円

（税 込）

（３）くじによる落札者の決定の有無 有 ／ 無


	（郵－第１号様式）入札通知書
	（郵－第１号様式）入札通知書（総合評価）
	（郵－第２号様式）入札心得書
	（郵－第３号様式）入札者心得
	（郵－第４号様式）開札立会人確認書
	（郵－第５号様式）開札映像開示請求書
	（郵－第６号様式）開札結果通知書

